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   地方自治法第180条第１項の規定により市長において専決処分することがで 

   きる事項の一部改正について 

 

 地方自治法第180条第１項の規定により市長において専決処分することができる事項の 

一部を次のとおり改正しようとする。 
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記 

 

地方自治法第180条第１項の規定により市長において専決処分することができる事

項の一部改正 

地方自治法第 180 条第１項の規定により市長において専決処分することができる事項

（平成16年11月11日議決）の一部を次のように改正する。 

第１項ただし書中「2,000万円以内」を「1,000万円以内」に改める。 

 


